
                                                                                          

 

富士川町中小企業及び小規模企業振興基本条例の概要 

 

 

 

条例の目的 

 中小企業及び小規模企業の振興につい

て、基本理念を定め、町、中小企業及び

小規模企業の責務、並びに地域経済団体

等の関係機関及び町民の役割を明らかに

することにより、中小企業及び小規模企

業に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し、町の経済の持続的な発展及び町民

生活の向上に寄与することを目的とす

る。 

基本理念 

 中小企業及び小規模企業（以下「中小

企業等」という。）の振興は、次に掲げ

る基本理念に基づき推進するものとす

る。 

① 中小企業等が地域経済の活性化、雇

用の創出及び地域社会の持続的発展

に寄与している重要な存在であるこ

と。 

② 中小企業等の創意工夫が生かされる

こと。 

③ 中小企業等の経営改善、経営の革新

及び創業が促進されること。 

④ 中小企業等の経済的社会的環境の変

化への円滑な適応が図られること。 

⑤ 国、県、町、中小企業等、地域経済団

体、大企業、教育機関、金融機関及

び町民の相互の連携並びに協働を推

進することにより中小企業等の事業

の成長と持続的な発展が図られるこ

（１）町の責務 

① 町は、本条例の基本理念にのっとり、中小企業等の多様な経営規模及び

形態に配慮し、振興施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 

② 町は、中小企業等の振興施策の推進に当たっては、中小企業等の実態を

把握し、意見を反映するものとする。 

③ 町は、中小企業等が地域経済の活性化及び町民生活の向上に資する事業

活動を通じ地域社会に貢献していることについて、町民の理解を深める

ように努めるものとする。 

④ 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な

執行に留意しつつ、中小企業等の受注の機会の増大に努めるものとする。 

（２）中小企業の責務 

（３）小規模企業の責務 

（４）地域経済団体の役割 

① 地域経済団体は、基本理念にのっとり、中小企業等の経営の向上及び改善に

資する積極的な支援に努め、中小企業等の相互連携の促進に努めるものとす

る。 

② 地域経済団体は、町が実施する基本的な施策に協力するとともに、中小企業

等の振興に関する事業を積極的に推進するものとする。 

① 中小企業は、基本理念にのっとり、経済的社会的環境の変化に対応して、

その事業の成長発展を図るため、自主的に経営基盤の強化、経営革新、人

材の育成、円滑な事業承継、雇用の促進及び従業員の福利厚生の充実並び

に健康経営に取り組むよう努めるものとする。 

② 中小企業は、自らが地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚す

るとともに、地域社会との調和を図り、豊かで住みよい地域社会の実現に

貢献するよう努めるものとする。 

③ 中小企業は、地域経済の振興を図るため、地域資源の積極的な利活用等に

よる新たな事業の創出及び地域経済団体への加入に努めるものとする。 

関係者の責務・役割

① 小規模企業は、基本理念にのっとり、経済的社会的情勢の変化に対応し

て、その事業の持続的な発展を図るため、自己の知識及び技能を活用し

て自主的にその円滑な事業の運営に努めるものとする。 

② 小規模企業は、相互に協力しながら多様な主体と連携するよう努めるも

のとする。 

③ 小規模企業は、地域経済の振興を図るため、地域資源の積極的な利活用

及び地域経済団体への加入に努めるものとする。 

（５）大企業の役割 

① 大企業は、その事業活動を行うに当たっては、自らが地域社会を構成する一

員として社会的責任を自覚するとともに、中小企業等が自らの事業活動の維

持及び発展に欠くことのできない重要な存在であることを認識し、中小企業

等及び地域経済団体との連携及び協力に努めるものとする。 

② 大企業は、地域経済の発展における中小企業等の果たす役割の重要性を理解

し、町が実施する基本的な施策に積極的に協力するよう努めるものとする。 

（６）教育機関の役割 

① 教育機関は、中小企業等が取り組む事業活動に協力し、産官学金の連携の促

進により、高等学校での人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的

に努めるものとする。 

② 教育機関は、児童生徒に対し、中小企業と協力して職業に関する理解と体験

及び技術習得の機会の提供に努め、勤労及び職業に関する意識の啓発に努め

るものとする。 

（７）金融機関の役割 

金融機関は、中小企業等が経営の革新及び経営基盤の強化に取り組むことが

できるよう、円滑な資金供給をはじめ経営相談等により支援するとともに、

町が実施する基本的な施策に積極的に協力するよう努めるものとする。 

（８）町民の役割 

① 町民は、中小企業等が地域社会の発展及び町民生活の向上に重要な役割を果た

していることを理解し、中小企業等の発展に協力するよう努めるものとする。 

② 町民は、中小企業等が生産し、製造し、若しくは加工した産品を購入し、又は

中小企業等が提供するサービスを積極的に利用するよう努めるものとする。 


